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１．事業主体概要 

法人名称 一般社団法人 いがしま 
代表者氏名 理事長 棚原憲栄 
法人所在地 〒９０５－２１７３ 名護市久志 192 番地 

電話 ０９８０－５５－２１１７ 



ＦＡＸ ０９８０―５５－２２２２ 
法人設立年月日 設立年月日 平成２３年 ７月 ７日 

 

 

２．サービス提供実施事業所概要 

事業所名称 グループホーム いがしま 
代表者氏名 施設長 大城靖彦 
開設年月日 平成２４年 ４月 １日 
指定年月日 平成２４年 ３月 ２７日 
事業所番号 ４７９０９０００５６ 

事業所所在地 〒９０５－２１７３ 名護市字久志１９２番地 
電話 ０９８０－５０－０１５０ 

ＦＡＸ ０９８０―５０－０１３９ 
 

 

 

３．事業の目的及び運営方針 

要介護、要支援状態(要支援２)にあり、認知症によって自立した生活が困難になっ

た利用者に対して、家庭的な環境の下、入浴、排せつ、食事などの日常生活の世話

及び機能訓練を通じて、その有する能力に応じた自立した生活を送ることが出来る

ように(指定介護予防)指定認知症対応型共同生活介護を提供することを目的としま

す。市町村、地域の保健、医療・福祉サービス、地域住民等との連携を図り、総合

的なサービスの提供に努める事で、心身及び生活機能の維持、向上に努めていきま

す。また、定期的な外部の評価や研修により、提供するサービスの質の向上を図り

利用者が安心して尊厳のある生活を営む事が出来るように支援します。 

 

４．サービス提供時間・利用定員 

サービス提供時間 24 時間体制 

定員：９名 １階 個室 ９部屋 

※災害等やむを得ない場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて利用させない 

 

５．職員体制と職務内容等 

（１）管理者 （施設長兼務）  

職員と業務の管理、基準遵守の為の指揮命令、利用申込み調整、サービス実施状況

の把握、従業員に法令等において規定されている指定認知症対応型共同生活介護の

実施に関し、事業所の従業員に遵守すべき事項において指揮命令を行います。 



管理者氏名 大城靖彦 
（２）計画作成担当者  

認知症対応型共同生活介護サービス計画の作成を行います。 

計画作成担当者氏名 安和博幸 
（３）介護従業者  

日常生活全般にわたる介護サービスの提供運営方針 本事業の社会的意義と責任を深

く認識し、事業経営の安定とサービス水準の維持に努力すると共に、利用者に対し

てその権利を尊重し、礼節と尊厳をもって接するように努めます。 

 

６．認知症対応型共同生活介護計画 

 ( 1 )サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置か  

 れている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、他の従業者と協議の 

上、援 助目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等記載した認 

知症対応 型共同生活介護計画(以下「介護計画」という)を個別に作成する。 

( 2 )介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供などに 

よ り、利用者の多様な活動の確保に努める。 

( 3 )介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者などに対して説明し、   

利 用者の同意を得る。 

( 4 )介護計画を作成した際には、当該介護計画を利用者に交付する。 

( 5 )利用者に対し、介護計画に基づいてサービスを提供するととともに、継続的な 

 サービスの管理、評価を行う。 

( 6 )介護計画の作成後においても、常にその実施状況及び利用者の様態の変化など 

の把握を行い、必要に応じてこれを変更する。 

( 7 )介護計画の目標及び内容については、利用者などに説明を行うとともに、その 

 実施状況や評価についても説明を行い記録する。 

 

7．サービス内容及び利用料等 

（１）保険給付サービス 

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を

十分に把握し、担当者会議により利用者ご家族、従業員から同意を得られた、認知

症共同生活介護計画に基づき、食事・排泄・入浴（清拭）・着替えの介助等の日常

生活上の世話、日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談、支援等を行います。

上記については包括的に提供され、下記の表による要介護度別に応じて定められた

金額（省令により変動あり）が自己負担となります。 

 

（２）毎月にかかる費用 

①家賃 月額 3２,000 円  



※月途中における入退去について日割り計算とします。 
②共益費 月額１,０００円  

※月途中における入退去について日割り計算とします。 
③食費 朝食３５０円／回 昼食 45０円／回 おやつ１5０円／回 

夕食 45０円／回 
④水道光熱費 月額 1５,000 円 
⑤敷金 3２,000 円（家賃 1 ヵ月分、退所時居室の清掃費を除いて返

還） 
⑥その他 ※日常生活において必要となるものに係る費用で、利用者が負

担することが適当と認められるもの。（理美容費など） 

※教養娯楽として日常生活に必要なもの。 

※利用者の身の回りのもの、オムツ等の消耗品等については時

価相当の請求となります。 

※通院の付き添いについては、基本的にご家族様対応となりま

すが、ご家族が何らかの理由により、対応が困難な場合におい

て施設代表者と相談の上対応を行うものとする。職員一人当た

り５００円×時間での計算を行い、二人対応の場合については

二人分の料金の額を請求いたします。 

 
（３）介護保険料の自己負担分 

事業所区

分・要介

護度 
基本単位 利用料金 

利用者負担分 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要支援２ 76１ 7,6１0

円 76１円 1,52２円 2,28３円 

要介護１ 76５ 7,6５0

円 76５円 1.5３０円 2.29５円 

要介護２ 80１  8,0１0

円 80１円 1,60２円 2.40３円 

要介護３ 82４ 8,2４0

円 82４円 1,64８円 2.472 円 

要介護４ 84１ 8,4１0

円 84１円 1,68２円 2.52３円 

要介護５ 85９ 8,5９0

円 85９円 171８円 2.57７円 

 

①入院期間中の取組に対する料金(２４６単位／１日)入院後、３ヶ月以内に退院  

 が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整え ている  

 場合は、１ヶ月に６日を限度とし上記の単位の算定を行います。 

  ②身体拘束廃止に向けての取り組みとして、身体拘束適正化の指針整備や適正化委

員会の開催、定期的な職員の研修の実施等を行っていない場合は、上記の金額の９

０／１００となります。 

 

（４）加算 



加 算  基本単位 利用料金 利用者負担分 算定回数等 
１割負担 ２割負担 ３割負担 

初期加算 

 
 ３０ ３００円 ３０円 ６０円 ９０円 １日につき 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅰ) 

２２ ２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅱ) 

１８ １８０円 １８円 ３６円 ５４円 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅲ) 

  ６ ６０円 ６円 １２円 １８円 

介護職員処遇

改善加算(Ⅰ) 
所定単位

数の１８

６／１０

００ 

 

左記の単

位数×地

域区分 

左記の１

割 
左記の２

割 
左記の３

割 
基本サービ

ス費に各種

加算・減算

を加えた総

単位数(所得

単位数) 
介護職員処遇

改善加算(Ⅱ) 
所定単位

数の１７

８／１０

００ 

 

左記の単

位数×地

域区分 

左記の１

割 
左記の２

割 
左記の３

割 
基本サービ

ス費に各種

加算・減算

を加えた総

単位数(所得

単位数) 
介護職員処遇

改善加算(Ⅲ) 
所定単位

数の１５

５／１０

００ 

左記の単

位数×地

域区分 

左記の１

割 
左記の２

割 
左記の３

割 
基本サービ

ス費に各種

加算・減算

を加えた総

単位数(所得

単位数) 
介護職員処遇

改善加算(Ⅳ) 
所定単位

数の１２

５／１０

００ 

 

左記の単

位数×地

域区分 

左記の１

割 
左記の２

割 
左記の３

割 
基本サービ

ス費に各種

加算・減算

を加えた総

単位数(所得

単位数) 
①初期加算 入居した日から３０日以内の期間については、初期加算として要介護

（要支援）度に関係なく、 上記の料金を別途ご負担いただきます。 

  ②★１介護職員等ベースアップ等支援加算、★２介護職員特定処遇改善加算Ⅰ～Ⅱ、

★３介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅲについては、介護職員の処遇を改善し人材確保の

為の対応策となります。★１、★２、★３については、それぞれの条件に適合する

場合に、適合する加算についてそれぞれ加算算定行っていきます。 

( ５ )入院時の請求の考え方 (医療機関入院中の居室確保) 

入院後、３ヶ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入

れが可能な場合で、一か月のサービスの利用がない月においては、基本料金の食材

料費、光熱費を除いた費用分をお支払いただきます。 



（６）２泊３日以上の不在時の請求の考え方 

不在期間は外出初日とホーム帰所日を除いた、実質不在日を基準に計算します。 

例 １／１～１／３の間不在の場合→不在期間は１／２ 

    ( ７ )費用の変更 

  費用を変更する場合は、あらかじめ文書にて説明を行い同意を得ます。 

 ( ８ )支払い証明書の発行 

 利用料の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用を区別して記載した領収書

を交付します。 

 

８．入居にあたっての留意事項 

( １ )サービスの対象 

要介護状態であって、認知症の状態にあるもので少人数による共同生活を営む事

に支障がない者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。 

• 認知症に伴う著しい精神症状を伴う場合。 

• 認知症に伴う著しい異常行動がある場合。 

 ③  認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合。 

( ２ )入居にあたって次の事項に留意するものとする。 

① 外泊の際は従業員へ届け出る事 

② 原則として喫煙・飲酒 1 は禁止とする。 

③ 面会時間は８時から２１時までとする。 

④ 承諾なしに他の利用者の居室に立ち入らないこと。 

( 3 )長期的な治療を要する場合の対応 

 長期治療や医療処置を要する者と判断された者で、当事業所で必要なサービス提

供が困難であると認められる場合は、適切な介護保険施設又は医療機関への紹介

を行っていきます。 

 

９．協力医療機関・協力歯科医院 

 

協力医療機関 
医療機関名 やんばる協同クリニック 
所在地 名護市大北５丁目３－２ 
電話 ０９８０－５２－１００１ 
診療科目 内科 

 

協力歯科医院  

 

協力歯科医院 
歯科医院名 とよはら歯科医院 
所在地 名護市豊原１６９－１ 
電話 ０９８０－５５－３９０５ 

 

10．緊急時の対応方法 



 ( 1 )サービスの実施中に、利用者の心身の状況に異常、その他緊急事態が生じたと

きには、速やかに主治医へ連絡し必要な処置を講ずるととともに、管理者へ報告を

行い、ご家族へ状況の説明を行っていきます。 

 

  ( 2 )当施設において、利用者に対するサービスの提供により、事故が発生した場 

 合は、迅速に必要な措置を講じるとともに、管理者に報告し、速やかに利用者の 

 家族等に連絡を行う。また、事故の状況及び事故に際してとった処遇について記 

 録し、事故の原因解明、再発防止の対策を行います。 

 

１１．非常災害時の対策 

（１）事業所に災害対策に関する防火管理者を置き、非常災害対策に関する取り組 

 みを行います。 

災害対策に関する担当者 防火管理者 大城靖彦 
（２）非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を

作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に

従業員に周知します。 

（３）定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。（毎年２回） 

 

１２．身体拘束について 

( １ )事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他

害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことが考えられるときは、利用者・利用者代理人に対して説明同意を得たうえ

で、必要最小限の範囲内で行い記録を行います。 

( 2 )事業所は身体拘束適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回開催しそ

の結果について従業員へ周知徹底していきます。 

( ３ )事業所は身体拘束適正化の指針を整備し、身体拘束適正化のための研修を定期

的に実施します。 

 

  １３．虐待防止について 

   ( １ )事業所に虐待防止に関する担当者を置き、虐待防止対策に関する取り組み 

   を行います。 

虐待防止対策に関する担当者   大城靖彦 
   ( 2 )事業所は、利用者の人権を擁護し、虐待の発生又はその発生を防止する為、虐待

防止の為の対策検討委員会を開催し、従業員へ周知徹底を図っていきます。 

        ( 3 )事業所は虐待防止の指針の整備を行い、定期的な研修を年３回以上行いま 

   す。 

   ( 4 )虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに市町村へ通報を行



っていきます。 

 

１４．衛生管理 

（１）衛生管理について 

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な

管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）感染予防マニュアル 

ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備、従業者に周知 

徹底行います。 

( 3 )感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策 

 感染症の予防及び蔓延防止の為の指針の整備を行い、対策を検討する委員会をお

おむね６か月に１回以上開催し結果について従業員に周知を図り、研修及び訓練

を定期的に行っていきます。 

 

１５．業務継続計画の策定 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供

を継続的に実るため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策

定し、従業員への研修及び訓練を年２回以上定期的に行っていきます。 

 

１６．苦情処理の体制 

（１）苦情処理の体制及び手順 

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じて訪

問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事

実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検

討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応方法に基づき、必要に応じて関

係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行

います。（時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡します。）苦情又は相談に

ついては、事業所として苦情相談の内容・経過を記録し、原因の分析、再発防止の

ための取り組みを行います。 

（２）事業所苦情相談窓口 月曜日～金曜日 ９：００～１８：００ 

管理者氏名：大城靖彦              電話番号：０９８０－５０－０１５０ 

（３）行政機関苦情相談窓口 

名護市役所介護長寿課        電話番号：０９８０－５３－１２１２ 

国民健康保険団体連合会       電話番号：０９８－８６０－９０２６ 

 沖縄県介護サービス適正化委員会 電話番号：０９８－８８２－５７０４ 

 



１７．個人情報の保護 

 ( 1 )個人情報の使用目的について 

 事業所では、利用者により良いサービスを受けて頂く為に、医療機関及び介護 

 サービスを提供する担当者間での情報共有を行う為、利用者の個人情報について 

 取り扱いを行っていきます。個人情報の使用目的については、別紙入居利用契約  

 における個人情報使用同意書を参照する。 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業所及び事業所の従業者は、サービス提供をする上で、知り得た利用者及びその

家族に関する 秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持す

る義務は、サービス提供契約が終了した後も継続します。 

（２）従業者に対する秘密の保持について 

就業規則にて従業者は、サービス提供をする上で、知り得た利用者及びその家族に

関する秘密を保持する義務を規定しています。また、その職を辞した後にも秘密の

保持の義務を課し秘密を漏らす事がないように厳守します。また、違反に対しては

損害賠償などを含めた雇用契約(誓約書)の提出を求め周知徹底します。 

（３）個人情報の取り扱いについて 

事業所は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

て利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用

いません。事業所は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物につ

いては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を

防止するものとします。 

( ４ )個人情報の閲覧及び開示について 

事業所で作成し保存しているご利用者の個人情報、記録については、ご利用者及び

ご家族から開示の申し出があった時には、身分証明書などにより本人である事を確

認の上、閲覧及び開示します。書面開示資料作成にあたっての費用に関しては、自

己負担(１枚当たり 5 円)での対応とする。但し、開示する事により次の各号のいず

れかに該当する場合、その全部又は一部を開示しない事が出来ます。 

①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。 

②当事業所の事業の適切な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。 

③他の他の法令に違反する事となる場合。 

   ( ５ )不要となった個人データの廃棄について 

   契約期間終了後保存期間を過ぎ、不要となった個人情報については、個人が特定 

   できない様に復元不可能な形にして廃棄する。 

 

１８．運営推進会議の概要 



（１）運営推進会議の目的 

施設サービスに関する活動状況を報告し、運営推進会議の委員から評価、要望、助

言等を受け、記録作成、公表しサービスの質の確保と適切な運営、地域に開かれた

事業所を目指します。 

（２）委員の構成 

グループホーム職員・利用者・家族・地域代表者・民生委員・知見人・市職員と 

する。 

（３）開催時期  おおむね２ヶ月に１回以上開催します。 

   

１９．情報開示事項の掲示 

事業所の運営規定、利用契約書、重要事項説明内容等の主要な事柄について情報開

示事項として まとめ、かつ、それを事業所の見やすいところに掲示します。 

 

２０．サービス提供記録等の整備 

( 1 )事業所は職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

( 2 )指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画及び、提供した具体的なサー

ビスの内容の記録を整備し、その契約終了から５年間保存します。 

   ( 3 )ご利用者及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録など 

   の閲覧及び複写物の交付を請求する事が出来ます。「１７個人情報の保護」の項 

   目をご覧下さい。 

 

  ２１．サービスの第三者評価の実施 

当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価

を行っています。 

   

２２．ハラスメントに関する対応について 

 当事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより従業者の就業環境が害される事を防止するための、方針の明確

化などの必要な措置を講じるものとし、就業規則において懲戒等の罰則を規定する。

また、相談窓口の設置を行い問題についての早期対応に努力し、定期的な研修を行

う事で職員全体への周知を行っていきます。 

 ハラスメント防止相談窓口担当者 大城靖彦 
 

  ２３．その他の運営に関する重要事項 

   ( １ )事業所は、全ての介護従事者に対し、資質向上のための認知症介護に係る基礎



的な研修を受講できるように機会の確保を行っていきます。採用時３か月以内、継

続研修年３回行う 

   ( ２ )事業所は、介護サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する介護保

険被保険者資格証により、要介護度、認定期間、審査会の意見の確認を行いサービ

スを提供していきます。 

   ( ３ )利用者が、正当な理由なし故意に要介護状態などの程度を増進させたと認めら

れる場合には、意見と付して市町村への通知を行っていきます。 

( ４ )事業所は、行政等からの依頼による調査への協力を行います。 

( ５ )事業所は、営業にあたり、広告内容が虚偽又は誇大なものとならないようにし

ていきます。 

( ６ )事業所は利用者等から金品等の受け取りによる、利益供与などの禁止をおこな

い、利用者に対して不利益が被らないようにしていきます。 

    

 

 

   附則 1  この規定は  平成２４年４月１日より施行する。 

附則 2  この規定は  平成２6 年４月１日より施行する。 

附則 3  この規定は  平成２７年４月１日より施行する。 

附則 4  この規定は  令和元年５月１日より施行する。 

附則 5  この規定は  令和３年２月１日より施行する。 

附則 6  この規定は  令和３年 3 月 25 日より施行する。 

附則 7  この規定は  令和３年 4 月 1 日より施行する。 

附則８  この規定は  令和５年２月 1 日より施行する。 

附則９  この規定は  令和５年１１月１日より施行する。 

附則１０ この規定は  令和６年４月１日より施行する。 

 

 

 

上記の内容について認知症対応型共同生活介護サービス・介護予防認知症対応型共同生活

介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

 



 

説明年月日 

令和   年   月   日 

事業者名 一般社団法人 いがしま 

代表者名 理事長 棚原憲栄 

住 所 名護市字久志 192 番地 

この契約に定める担当事業所 

 

事業所名 グループホーム いがしま 印 

住 所 名護市字久志１９２番地 

 

 

説明者     氏 名                        印 

 

 

                契約者     氏 名                                       印 

 

 

                説明同意者 住 所             

  

    

    氏 名                                      印 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


